
市では、市民の皆さんが自主的、自発的に行うま
ちづくり活動を応援します。市民と行政とが力を合
わせ、より良い碧南市を作っていくために、各種制
度や施設を積極的にご活用ください。

ボランティアやＮＰＯ活動など、市民が自主的、
主体的に行う公益的な活動に対して補助金を交付し
ます。「仲間とボランティア活動を始めたい」「今
の活動をもっと広げたい」など、碧南市をより住み
良いまちにするために「何か始めたい」「活動をス
テップアップさせたい」と考えている人は、制度の
活用を是非ご検討ください。
内容
①初動期活動支援補助
設立後３年目までの団体・グループの運営、活動
にかかる費用を補助します。これから活動を始める
という人も補助の対象になります。
②活動活性化支援補助
設立後２年以上の活動実績がある団体・グループ
が、活動の拡大・活性化のために新たに行う事業に
かかる費用を補助します。
対象　市内を拠点に活動する10人以上の団体・グル
ープ
※市民活動センターへの団体登録が必要です。
補助率　①２分の１以内（上限10万円、５万円まで
は100％補助）②２分の１以内（上限15万円）
申込み　地域協働課地域協働係
※詳しくは募集要項をご覧ください。募集要項など
は市ホームページで入手できるほか、地域協働課窓
口および市民活動センターで配布します。

補助金の活用方法や市民公益活動活性化補助制度
のしくみを説明します。申請を考えている人は、是
非ご参加ください。
とき　３月12日㈰　10時～11時30分
ところ　市民活動センター
申込み　市民活動センター　☎（42）6561

市民活動センター
では、ボランティア
活動や地域の活動と
いった市民の皆さん
が行う活動を幅広く
サポートするため、
情報提供や相談のほ
か、各種講座などを
開催しています。
「ボランティアをしてみたい」「何から始めたら良
いのか分からない」など、これから活動してみたい
と考えている人や、「一緒に活動する仲間を集めた
い」「ＮＰＯ法人化したい」など活動のステップア
ップを考えている人だけでなく、「ボランティアを
してくれる人を探している」など、どんな相談でも
結構です。どなたでも利用できますので、お気軽に
お越しください。
開館時間　９時～21時（日曜日、祝日は17時まで）
休館日　月曜日（祝日の場合は、次の平日）、年末
年始
問合せ　市民活動センター

市では、市民活動の活性化のために、市民活動サ
イト「みなとも！」を開設し、団体の活動情報や市
民活動に関するイベント、各種講座やボランティア
情報などを発信しています。登録は無料ですので、
活動の情報発信やグループのＰＲなどに、どんどん
ご活用ください。
また、市民活動に関する情報が盛りだくさんです
ので、ボランティアを探したいときや市民活動を始
めてみたいときなど、興味のある人は「碧南　みな
とも」で検索してみてください。
問合せ　地域協働課地域協働係

市民活動センター

車座講座－補助金を上手に使おう

市民公益活動活性化補助金

市民活動センター（サポプラ）を
ご利用ください

へきなん市民活動サイト
「みなとも！」をご覧ください

鶴見町5丁目鶴見町5丁目

相生町南相生町南

浜尾橋北浜尾橋北

図書館本館

新川小

新川町駅

水門橋

浜尾橋

新川橋

図書館本館

新川中新川中

新川小

新川町駅

水門橋

浜尾橋

新川橋

★ へきなん福祉センター
あいくる
へきなん福祉センター
あいくる

みなさんの市民活動を
応援します
市民公益活動活性化補助金・
市民活動センター・へきなん市民活動
サイト「みなとも！」をご利用ください
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改正の概要
●算定基準の引き上げ
医療分の所得割額算定税率、均等割額および平等

割額を次のとおり引き上げます（後期高齢者支援金
分、介護分は据え置き）。

※平等割額は特定世帯は２分の１を乗じて得た額と
し、特定継続世帯は４分の３を乗じて得た額としま
す。
●減額する額の引き上げ
算定基準の引き上げに伴い、低所得者にかかる均

等割額および平等割額を、一般世帯、特定世帯また
は特定継続世帯の区分に応じて減額する額を引き上
げます。

問合せ　国保年金課国保係
国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心し

て医療が受けられるように、国や県、市などの負担
金・交付金と併せて、加入者が国民健康保険税を出
し合い、お互いに助け合う制度です。
市では平成23年度より国民健康保険税の税率・税
額を据え置きしていましたが、医療費の増加などに
よる財源不足に対応するため、平成29年度より税率・
税額を変更することにしました。
改正の経緯
●医療費の増加
近年の医療技術の高度化や高齢化の進展などによ

り、医療費などが年々増加し、国民健康保険財政は
非常に厳しい状況にあります。平成27年度の一般療
養給付費などは前年度より約１億6,000万円増加し、
今後も増加することが見込まれています。

市では、国民健康保険事業の運営に関する事項を
審議するため、被保険者を代表する委員、療養機関
を代表する委員および公益団体を代表する委員の計
15人で市国民健康保険運営協議会を組織しています。
被保険者の皆さんからも広くご意見・ご提言をい

ただくため、協議会委員を公募します。
対象　次のすべてを満たす人
・市国民健康保険の被保険者で、任期中に引き続き
被保険者である見込みの人

・４月１日現在で20歳以上の人
・国民健康保険税を滞納していない世帯に属してい
る人

・国・地方公共団体の議員・常勤の公務員でない人
・年間３回程度開催する協議会（平日昼間）に出席
できる人

募集人員　２人程度（書類審査あり）
任期　４月１日㈯～平成32年３月31日㈫
報酬　協議会への出席ごとに日額7,000円（源泉徴収
額を含む）
申込み　３月１日㈬～15日㈬に応募用紙を持参し国
保年金課国保係
※応募用紙は国保年金課窓口または市ホームページ
から入手できます。

市国民健康保険
運営協議会
委員の公募

碧南市は平成30年で市制70周年

70周年記念事業を
進めるメンバーを
募集します

国民健康保険税の
税率・税額が変わります

市制70周年を記念する事業の実施について、市民
の皆さんからご意見やアイデアを募るため、世代ご
との会議を開催します。
会議へ参加し、皆さんの感じる碧南市の魅力を、

皆さん自身で発信していきませんか。
応募資格　市内在住・在学・在勤で次の①～③のい
ずれかに該当する人
①中学生から社会人（30代まで）
②子育て世代のパパママ（20代から40代）
③シニア（40代以上）
募集人員　①30人程度②③10人程度
活動期間　４月～平成31年３月（２年間）で、２か
月に１回程度、主に平日の19時～20時30分
内容
・各世代で感じる市の魅力とその効果的な発信方法
についての意見交換とその実施

・70周年記念事業についての意見交換
申込み　３月１日㈬～17日㈮に電話またはＥメール
で経営企画課政策推進係（　keieika@city.hekinan.
lg.jp）

医療分

均等割額

所得割額算定税率
資産割額算定税率

24,600円

改正前

10％
4.8％ 5.1％

改正後

平等割額

10％

21,300円
26,600円
23,300円
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